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先行審査プラントの記載との比較表（工事計画認可申請における本文および添付書類の作成要領について） 
 

6-1 

赤字：設備，運用，体制及び書類作成ルール等の相違点（設計方針の相違） 

緑字：記載表現，設備名称等の相違（実質的な相違なし） 

―――：前回提出時からの変更箇所 

 

本資料のうち枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第７号機(R1.6.13 提出版) 東海第二発電所 女川原子力発電所第２号機 備考 

  6 工事計画認可申請における添付書類の作成要領 

 

工事計画認可申請にあたり，実用炉規則では，別表第二の上欄に掲げる種類に応じて，同

表の下欄に掲げる書類を添付することを要求している。 

 

この添付書類は，工事計画認可申請した施設（以下「当該施設」という。）の技術基準規

則および解釈への適合性を示すための書類であることに鑑み，当該施設の詳細設計の考え

方，技術基準規則および解釈への適合性を示すため，各添付書類に共通する作成要領を以

下にまとめる。 

 

なお，特記事項のある書類については添付書類として別途記載する。 

 

1. 基本的な構成※1 

添付書類の章立ての基本的な構成は以下のとおりとする。 

 

(1) 概要 

(2) 基本方針（技術基準規則および解釈等の要求項目を含む。） 

(3) 適用基準及び適用規格等（該当する場合） 

(4) 評価（該当する場合） 

(5) 施設の詳細設計方針 

(6) 別添（必要に応じ添付する。） 

 

 

※1：書類内容に応じて，各章立ての中の分類を分けることも可とする。 

 

2. 具体的な記載内容および記載にあたっての留意事項 

「1. 基本的な構成」の章立て構成に基づく具体的な記載内容および記載にあたっての留

意事項を以下に示す。 

 

全体的な留意事項 

(1) 基本設計方針および要目表と整合が図られていること。 

(2)「技術基準規則および解釈の要求事項に追加または変更があるもの」に対して関連す

る内容を記載する※3。 

(3) 書類全体にわたり，極力，記載内容が重複しないようにする。 

※3：全体の繋がりやトーン合わせ等の状況や内容に応じて，例外的に追加または変更の

ない部分を記載する場合もある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ルールの明確化 

 

計算機プログラムの概要を別

添ではなく，個別の添付書類

（Ⅵ-５シリーズ）として作成

する。 
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6-2 

赤字：設備，運用，体制及び書類作成ルール等の相違点（設計方針の相違） 

緑字：記載表現，設備名称等の相違（実質的な相違なし） 

―――：前回提出時からの変更箇所 

 

本資料のうち枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第７号機(R1.6.13 提出版) 東海第二発電所 女川原子力発電所第２号機 備考 

1. 概要 

(1) 説明書類の目的や位置付け※4を記載する。 

（記載例） 

本書類は，「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」（以下「技術

基準規則」という。）第 26 条第 1 項第 4号及び第 7 号並びにそれらの「実用発電用原子炉

及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈」（以下「解釈」という。）に基づき，燃

料取扱いに使用するクレーン，装置等の燃料取扱設備における，燃料集合体の落下防止対

策及び使用済燃料プール内の燃料体又は使用済燃料（以下「燃料体等」という。）又は重

量物の落下により破損しないことについて説明するものである。併せて，技術基準規則第

26 条第 2項第 4号ニ及びその解釈に基づき，燃料取扱設備等の重量物が落下しても使用済

燃料プールの機能が損なわれないことを説明する。 

※4：a. 条文に対応することを示す宣言だけではなく，直接的な要求に対する説明に関連 

した特殊な内容を示すことの宣言 

b. 既工認の読み込みや他の説明書との関連を示す宣言 

 

２．基本方針 

(1) 当該添付書類で説明している全体の流れがわかる概要を記載する。 

(例) 火災防護に関する説明書 

女川原子力発電所第 2号機における設計基準対象施設及び重大事故等対処施設

は，火災により発電用原子炉施設の安全性や重大事故等に対処するための必要な

機能を損なわないよう，設計基準対象施設のうち，火災防護上重要な機器等並び

に重大事故等対処施設を設置する火災区域及び火災区画に対して，以下に示す火

災の発生防止，火災の感知及び消火並びに火災の影響軽減のそれぞれを考慮した

火災防護対策を講じる。 

 

2.1 火災発生防止 

発電用原子炉施設内の火災発生防止として，発火性又は引火性物質を内包す

る設備に対し，漏えい及び拡大の防止対策，防爆対策，設置上の考慮，換気

及び発火性又は引火性物質の貯蔵量を必要な量にとどめる対策を行う。ま

た，… 防止する設計とする。… 

 

 

 

(2) 当該施設の設置にあたって評価が必要な場合に，設置変更許可での評価結果を用いる

場合は，その評価結果およびそれを踏まえた設計方針を記載する。 

(3) 今後，評価する場合は評価時期，評価方法および条件，評価結果に応じてとる措置と

 

 

 

記載の適正化 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発電所名称の相違 
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《参考》柏崎刈羽原子力発電所第７号機(R1.6.13 提出版) 東海第二発電所 女川原子力発電所第２号機 備考 

いった評価方針を記載する。 

(4) 当該施設に係る技術基準規則および解釈の要求を記載する。 

(5) 設置変更許可申請書の本文記載事項のうち，技術基準規則および解釈に対応条文のな

い設置許可基準規則要求を受けた約束事項があればそれを記載する。 

(6) 上記以外で関連する規格要求等がある場合も記載する。 

 

３．適用基準及び適用規格等 

（1）当該添付資料を説明するために適用した基準・規格等を記載する。 

（2）計算式のよりどころにしたもの等参照した基準・規格等を（1）と区別し，「（参

照）」として記載する。 

（例） 3．適用基準及び適用規格等 

適用する規格，基準等を以下に示す。 

・「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針(平成 2

年 8 月 30 日原子力安全委員会)」 

（参照）・流体力学の数値計算法 東京大学出版会 

 

４．評価 

(1)「2．基本方針」（2）または（3）項で記載した評価に関する内容の詳細を記載する。 

(2) 評価や解析を行うにあたっては，評価や解析の基本方針，評価方法，前提条件，評価

結果の記載順を基本とした構成とする。 

＜留意事項＞ 

a. 設置許可基準規則への適合性確認として実施した有効性評価にて性能評価を行った

ものについては，「有効性評価において性能を有していることを確認した」旨を記載

する。この時，評価条件に合致していることも記載する。 

b. 評価解析を行うにあたり，結果を導くまでの過程を後から検証できるよう，前提条

件，使用する計算式および入力値等を明確にするとともに，出典元も記載する。 

c. ガイド等に準ずる場合，準ずる旨の記載だけでなく，評価や確認した内容も記載す

る。 

 

５．施設の詳細設計方針 

(1) 当該施設の基本設計方針および要目表記載事項に係る詳細設計方針を記載する。 

(2) 原則として，設計基準対象施設および重大事故等対処施設の設計方針を融合させた記

載とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ルールの明確化 
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《参考》柏崎刈羽原子力発電所第７号機(R1.6.13 提出版) 東海第二発電所 女川原子力発電所第２号機 備考 

(3) 融合が困難な場合は，設計基準対象施設および重大事故等対処施設の両方に共通する

大枠の考え方を記載した上で，それぞれ特徴的なものを個別に記載する。 

(4) 「4．評価」も考慮した上で，技術基準規則および解釈ならびに設置許可基準規則を

受けて設置変更許可本文に記載している約束事項等の要求に対して，基本設計方針およ

び要目表の記載事項が適合していることを記載する。 

＜留意事項＞ 

a．構造，仕様および設置場所（取付位置）等，変更が生じた際に性能に影響があると考え

られるものは記載する。 

 

別添 

(1) 設置変更許可時に作成した「まとめ資料」については，工事計画認可申請書の説明書

類として添付することの要否を検討する。必要と判断した場合であっても，そのまま添

付するのではなく，必要な情報を整理した上で添付する。この時，原則として文章部分

は本文側に含ませ，図表のみを添付する。ただし，工事計画書本文を補足する上で全体

を添付する必要がある場合は，上記によらなくてもよいこととする。 

(2) 別添を添付する場合は，原則として添付書類本文の章立て等の説明のまとまり（最小

単位）に対して一つまでとし，別添番号を文章に溶け込ませてリンク先を明確にする※

5。また，複数の別添が該当する場合は，別添の構成を見直し，上記の原則に従う。 

（3）各計算書作成の基本方針および評価に用いた計算機プログラム（解析コード）につ

いての説明は，Ⅵ-5「計算機プログラム（解析コード）の概要」に示す。 

＜留意事項＞ 

a．別添の中に，さらに別紙や添付資料を付けるような，多重階層的な構成は，極

力避ける。 

※5： 

（記載例） 

屋外に設置又は保管している重大事故等対処設備は，竜巻の影響を受けることから，全

ての重大事故等対処設備を竜巻の影響を考慮する施設として選定する。 

屋外に設置する具体的な重大事故等対処設備については，添付書類「Ⅵ-1-1-2-別添 1 屋

外に設置されている重大事故等対処設備の抽出」に示す。 

 

※2：書類全体の構成として，上記に示す標準的なパターン以外に，「4．評価」または「5．

施設の詳細設計方針」がないパターンや，分冊構成として詳細に記載するパターンもある

ため，添付書類で説明する内容に応じて最適なパターンを選択するなど，柔軟に対応する

こととする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計算機プログラムの概要を別

添ではなく個別の添付書類（Ⅵ

-５シリーズ）として作成する。 

 

 

 

 

 

記載の適正化。 
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3. 説明書固有の特記事項が含まれている作成要領 

説明書固有の特記事項が含まれている作成要領については，以下に別紙として記載する。 

 

（１）別紙１ 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書の作成要領 

（２）別紙２  発電用原子炉の設置の許可との整合性に関する説明書の作成要領 

 

（３）別紙３ 女川第 2 号機 強度に関する説明書の記載上の整理について 

（４）別紙４ 女川第 2 号機 耐震評価を行っている各施設の工認添付書類記載の整理につ

いて 

（５）別紙５ 火災，自然現象，溢水，可搬評価に係る強度・耐震評価の方針書および計算

書の作成要領 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発電所名称の相違。 

発電所名称の相違。 
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6-別紙 1 

 

設備別記載事項の設定根拠に関する説明書の作成要領 

 

1. 概要 

本資料は，工事計画認可申請書に添付書類として要求される「設備別記載事項の設定根

拠に関する説明書」（以下「設定根拠説明書」という。）の作成にあたっての作成要領を示

す。 

 

2. 設定根拠説明書の位置付け 

工事計画認可申請を行うにあたり，別表第二の上欄に掲げる種類に応じて，同表の下欄

に掲げられる書類を添付する必要があるが，そのうち発電用原子炉施設に共通の添付書類

として「設定根拠説明書」がある。 

 

この設定根拠説明書の記載内容は，別表第二の中欄に記載される設備別記載事項のうち

以下に示す別表第二の下欄の項目について，要目表に記載する機器等が通常運転時，設計

基準事故時，重大事故等時等に機能を要求される状況で所要の機能を発揮するための設計

条件の設定根拠に関して記載し，技術基準規則への適合性を説明する書類としている。 

 

容量又は注入速度，最高使用圧力，最高使用温度，個数，再結合効率，加熱面積，伝熱面

積，揚程又は吐出圧力，原動機の出力，外径，閉止時間，漏えい率，制限流量，落下速度，

駆動速度及び挿入時間，効率，吹出圧力，慣性定数，回転速度半減時間，慣性モーメント，

設定破裂圧力並びに設計温度 

また，基本設計方針にのみ記載する機器等についても，当該機器等の主たる機能に係る

仕様（容量，最高使用圧力，最高使用温度，個数等）について，「3 工事計画認可申請にお

ける基本設計方針の作成要領（別紙４）」の「基本設計方針に記載すべき機器仕様および設

定根拠に関する説明書作成対象設備選定フロー」に従い抽出し，設定根拠説明書の別添１

で「技術基準要求機器リスト」を作成する。選定された設備について，設定根拠書を作成す

る設備は，別添２に「設定根拠に関する説明書（別添）」として仕様設定根拠を記載する。 

 

3. 設定根拠説明書の構成 

設定根拠説明書は，別表第二で規定される施設区分ごとに作成し，その施設区分ごとに

各設備をまとめて作成するものとし，構成は下記とする。 

 

 

グランドルール上の別紙番号

の附番方法の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 



2020 年 9 月 9 日 

O2-補-E-24-0001_改 0 
 

先行審査プラントの記載との比較表（工事計画認可申請における本文および添付書類の作成要領について） 
 

6-7 

赤字：設備，運用，体制及び書類作成ルール等の相違点（設計方針の相違） 

緑字：記載表現，設備名称等の相違（実質的な相違なし） 

―――：前回提出時からの変更箇所 

 

本資料のうち枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第７号機(R1.6.13 提出版) 東海第二発電所 女川原子力発電所第２号機 備考 

（1）表紙 

 

（2）各設定値に対するその根拠についての説明 

 

4. 設定根拠説明書の作成方針 

設定根拠説明書の作成にあたり設備共通部分の作成方針を以下に示す。設定根拠説明書

は要目表の記載に併せて，1設備につき「一つ」とする。 

なお，個別設備の作成方針は「7．設定根拠説明の対象項目と作成方針」にて記載する。 

 

(1) 記載順序 

各設定根拠説明書の記載の順序は，別表第二中欄の記載順序に準拠し，以下の順とする。 

 

a．装置類（以下の設備に属さない設備） 

b．熱交換器 

c．ポンプ 

d．容器（ガスボンベを含む） 

e．貯蔵槽 

f．ろ過装置 

g．安全弁および逃がし弁 

h．主要弁 

i．主配管 

j．再結合装置ならびに電熱器 

k．送風機 

l．排風機 

m．フィルタ 

 

(2) 技術基準規則第五条および第十二条の変更のみで申請対象となる設備 

a．技術基準規則第五条変更に伴う申請対象設備 

既存の設備であり，技術基準規則第五条変更に伴う申請対象設備として，新たな耐震Ｓ

クラス設備，共振のおそれのある耐震Ｂクラス設備の記載の適正化として，要目表を作成

する設備については，設定根拠説明書を作成しない。 

b．技術基準規則第十二条変更に伴う申請対象設備 

既設設備であり，技術基準規則第十二条変更に伴う申請対象設備として，溢水防護上の

配慮が必要な高さの記載の適正化として，要目表を作成する設備については設定根拠説明

書を作成しない。 
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(3) 設計基準対象施設と重大事故等対処設備を兼用する場合 

複数の設備（系統）区分の機能を持つ設備で，設計基準対象施設と重大事故等対処設備の

両方の機能を持つものは，要目表の記載に併せて，設計基準対象施設の設備（系統）区分に

て設定根拠説明書を作成する。記載にあたっては，設備（系統）区分ごとに内容を記載す

る。 

（記載例①参照） 

 

(4) 重大事故等対処設備として複数の設備（系統）区分で兼用する場合 

重大事故等対処設備の機能のみを持つ設備で，複数の設備（系統）区分の機能を持つもの

は，要目表の記載に併せて，一つの設備（系統）区分にて設定根拠説明書を作成する。記載

にあたっては，設備（系統）区分ごとに内容を記載する。 

 （記載例②参照） 

 

(5) 概要説明 

各設備の設定根拠説明書の冒頭で，概要説明として以下の内容を記載する。 

a. 設計基準対象施設 

設計基準対象施設として以下の内容を記載する。既工事計画書において，すでに設定根

拠説明書を作成している設備については，その設定根拠説明書を呼込む。 

 

なお，記載については最新プラントの記載内容を基本とし，女川 2 号機のプラント設計

に合わせた設計方針を記載する。 

 

・設計基準対象施設として，各設備について要求される機能（設備仕様を設定する際の条

件等）を記載する。 

（記載例③参照） 

 

b. 重大事故等対処設備 

・原則，各設備に要求されている技術基準規則の各条文の要求事項を記載する。 

（記載例④参照） 

 

各設備に要求されている条文は，設置変更許可申請書の「重大事故等対処設備の設備分類

等」にて分類している設置許可基準規則の各条文に対応する技術基準規則の条文とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発電所名称の相違。 
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・上記要求事項に対して，要求される機能を満足する上で，必要な系統構成等を記載する。 

（記載例⑤参照） 

 

系統構成等を記載するにあたっては，原則，基本設計方針に記載する機能喪失を想定する

設備，使用する設備，系統構成等を記載する。複数の条文に対して，系統構成等が同じであ

る場合は，まとめて記載するが，記載項目が多岐に亘る場合には，箇条書きで記載する。 

 

c. 配管 

配管については設計基準対象施設および重大事故等対処設備の系統概略を記載する。

（記載例⑥参照） 

 

d. 重大事故等時に流路として使用する設備 

重大事故等時に設計基準対象施設の一部を流路として使用する設備については設計基準

対象施設および重大事故等対処設備の系統概略を記載する。 

 

 

5. 設定根拠説明書内で記載する「同様の使用方法」の定義 

設計基準対象施設として使用する設備を重大事故等時においても使用する場合の設定根

拠説明書内に記載する「設計基準対象施設と同様の使用方法」とは，各設備の記載内容（容

量，圧力，温度等）のうち，設計基準対象施設として使用する場合の設計条件と変わらない

場合（注）に使用する。 

ただし，対象配管の上流に当該設備の設定の根拠となる設備（冷却器，ポンプ等）がある

場合には，その設備の重大事故等時における使用圧力，使用温度を基に配管の重大事故等

時の根拠を記載する。 

(注)重大事故等時の条件が設計基準対象施設の設計段階にて基とした条件(系統構成，流体

の種類等)と同じ。 

（記載例⑧参照） 

 

6. 重大事故等時に使用する場合の圧力および温度について 

重大事故等対処設備については，重大事故等時において使用する場合の圧力および温度

に関して記載することから，施設区分の冒頭の設定根拠の最高使用圧力および最高使用温

度の項目にて注記を付記し，重大事故等時において使用する場合の圧力および温度である

ことを記載した上で以降省略する旨を記載する。 
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7. 設定根拠説明の対象項目と作成方針 

(1) 共通設備の作成方針（記載例⑧参照） 

熱交換器 

容量 

MW/個 

・容量（交換熱量）を設定した条件とそのときの必要容量を記載する。 

・複数の設備（系統）区分を有する場合は，その設定根拠を記載する。 

・新設設備について，複数の容量の合計にて容量が設定されている場合は，容量の内訳を

記載する。 

・既工事計画書対象の既設設備については，工事計画書本文に記載している容量にて技術

基準規則に適合していることを使用前検査にて確認していることから，設計段階にて評

価した容量の内訳は記載しない。その場合，施設時と系統構成を含めて変わらないことを

記載する。 

・公称値の設定根拠についても記載する。 

 

伝熱面積 

m2／個 

・容量（交換熱量）を満たすのに必要な伝熱面積の算出方法の概要および算出結果を記載

する。 

・公称値の設定根拠についても記載する。 

 

最高使用圧力（管側） 

MPa 

・最高使用圧力を設定した条件を示し，そのときの圧力を示した上で，最高使用圧力の設

定根拠を記載する。なお，他の機器の最高使用圧力に準じる場合は，上流側の機器を基本

とし，下流側の機器を呼込む場合は，下流側機器を根拠とする理由を記載するとともに，

互いに呼込まないよう留意する。また，複数の系統構成がある場合は，その旨を記載し，

どの系統を根拠としているか記載する。 

・設計基準対象施設の最高使用圧力と重大事故等時の使用圧力が異なる場合は，それぞれ

記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位（記載例）の差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位（記載例）の差異 
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最高使用圧力（胴側） 

MPa 

・最高使用圧力を設定した条件を示し，そのときの圧力を示した上で，最高使用圧力の設

定根拠を記載する。なお，他の機器の最高使用圧力に準じる場合は，上流側の機器を基本

とし，下流側の機器を呼込む場合は，下流側機器を根拠とする理由を記載するとともに，

互いに呼込まないよう留意する。また，複数の系統構成がある場合は，その旨を記載し，

どの系統を根拠としているか記載する。 

・設計基準対象施設の最高使用圧力と重大事故等時の使用圧力が異なる場合は，それぞれ

記載する。 

 

最高使用温度（管側） 

℃ 

・最高使用温度を設定した条件を示し，そのときの温度を示した上で，最高使用温度の設

定根拠を記載する。なお，他の機器の最高使用温度に準じる場合は，上流側の機器を基本

とし，下流側の機器を呼込む場合は，下流側機器を根拠とする理由を記載するとともに，

互いに呼込まないよう留意する。また，複数の系統構成がある場合は，その旨を記載し，

どの系統を根拠としているか記載する。 

・設計基準対象施設の最高使用温度と重大事故等時の使用温度が異なる場合は，それぞれ

記載する。 

 

最高使用温度（胴側） 

℃ 

・最高使用温度を設定した条件を示し，そのときの温度を示した上で，最高使用温度の設

定根拠を記載する。なお，他の機器の最高使用温度に準じる場合は，上流側の機器を基本

とし，下流側の機器を呼込む場合は，下流側機器を根拠とする理由を記載するとともに，

互いに呼込まないよう留意する。また，複数の系統構成がある場合は，その旨を記載し，

どの系統を根拠としているか記載する。 

・設計基準対象施設の最高使用温度と重大事故等時の使用温度が異なる場合は，それぞれ

記載する。 

 

個数 

― 

・常設設備については設置個数を，可搬型設備については保有数を記載する。 

・設計基準対象施設と重大事故等対処設備を兼用している設備については，それぞれの個

数の根拠を記載する。 
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------------------------------------------------------------------------------- 

 

ポンプ 

容量 

m3/h/個 

・ポンプ容量を決定した条件とそのときの必要容量を記載する。 

・複数の設備（系統）区分を有する場合は，その設定根拠を記載する。 

・公称値の設定根拠についても記載する。 

・新設設備について，複数の容量の合計にて容量が設定されている場合は，容量の内訳を

記載する。 

・既工事計画書対象の既設設備については，工事計画書本文に記載している容量にて技術

基準規則に適合していることを使用前検査にて確認していることから，設計段階にて評

価した容量の内訳は記載しない。その場合，施設時と系統構成を含めて変わらないことを

記載する。 

・重大事故シーケンスにおいて，解析条件として使用されている設備については，主要な

シーケンスを記載し，有効性評価解析にてその容量の有効性が確認されている旨を記載

する。 

 

揚程または吐出圧力 

m,MPa 

・新設設備について，揚程の内訳である，水源と移送先の圧力差，静水頭，機器圧損，配管

圧損（ホース，弁圧損を含む)について記載する。 

・既工事計画書対象の既設設備については，工事計画書本文に記載している揚程にて技術

基準規則に適合していることを使用前検査にて確認していることから，設計段階にて評

価した揚程の内訳は記載しない。その場合，施設時と系統構成を含めて変わらないことを

記載する。なお，新たに工事計画書対象となる既設設備については，新設設備と同様に揚

程の内訳を記載する。 

・公称値の設定根拠についても記載する。 

 

原動機出力 

kW/個 

・原動機出力の設定根拠を記載する。なお，新設設備および新たに工事計画書対象となる

既設設備については，原則，ポンプの最大流量または定格流量における必要軸動力の計

算過程を示す。 
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6-13 

赤字：設備，運用，体制及び書類作成ルール等の相違点（設計方針の相違） 

緑字：記載表現，設備名称等の相違（実質的な相違なし） 

―――：前回提出時からの変更箇所 

 

本資料のうち枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第７号機(R1.6.13 提出版) 東海第二発電所 女川原子力発電所第２号機 備考 

 

 

 

最高使用圧力 

MPa 

・最高使用圧力を設定した条件を示し，そのときの圧力を示した上で，最高使用圧力の設

定根拠を記載する。なお，他の機器の最高使用圧力に準じる場合は，上流側の機器を基本

とし，下流側の機器を呼込む場合は，下流側機器を根拠とする理由を記載するとともに，

互いに呼込まないよう留意する。また，複数の系統構成がある場合は，その旨を記載し，

どの系統を根拠としているか記載する。 

・設計基準対象施設の最高使用圧力と重大事故等時の使用圧力が異なる場合は，それぞれ

記載する。 

 

最高使用温度 

℃ 

・最高使用温度を設定した条件を示し，そのときの温度を示した上で，最高使用温度の設

定根拠を記載する。なお，他の機器の最高使用温度に準じる場合は，上流側の機器を基本

とし，下流側の機器を呼込む場合は，下流側機器を根拠とする理由を記載するとともに，

互いに呼込まないよう留意する。また，複数の系統構成がある場合は，その旨を記載し，

どの系統を根拠としているか記載する。 

・設計基準対象施設の最高使用温度と重大事故等時の使用温度が異なる場合は，それぞれ

記載する。 

 

個数 

― 

・常設設備については設置個数を，可搬型設備については保有数を記載する。 

・設計基準対象施設と重大事故等対処設備を兼用している設備については，それぞれの個

数の根拠を記載する。 

・原動機の個数について，ポンプと電動機が一体の場合には，「○○ポンプ（電動機含む）

は，…」と明記する。なお，ポンプと電動機が一体でない場合は個別に個数を記載する。 

 

------------------------------------------------------------------------------- 
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6-14 

赤字：設備，運用，体制及び書類作成ルール等の相違点（設計方針の相違） 

緑字：記載表現，設備名称等の相違（実質的な相違なし） 

―――：前回提出時からの変更箇所 

 

本資料のうち枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第７号機(R1.6.13 提出版) 東海第二発電所 女川原子力発電所第２号機 備考 

 

 

 

容器 

容量 

m3/個 

 

 

・容量を設定した根拠とその必要容量を記載する。 

・複数の設備（系統）区分を有する場合は，その設定根拠を記載する。 

・公称値の設定根拠についても記載する。 

・新設について，複数の容量の合計にて容量が設定されている場合は，容量の内訳を記載

する。 

・既設設備について，工事計画書本文に記載している容量にて技術基準規則に適合してい

ることを使用前検査にて確認していることから，設計段階にて評価した容量の内訳は記

載しない。 

・重大事故シーケンスにおいて，解析条件として使用されている設備については，主要な

シーケンスを記載し，有効性評価解析にてその容量の有効性が確認されている旨を記載

する。 

 

最高使用圧力 

MPa 

・最高使用圧力を設定した条件を示し，そのときの圧力を示した上で，最高使用圧力の設

定根拠を記載する。なお，他の機器の最高使用圧力に準じる場合は，上流側の機器を基本

とし，下流側の機器を呼込む場合は，下流側機器を根拠とする理由を記載するとともに，

互いに呼込まないよう留意する。また，複数の系統構成がある場合は，その旨を記載し，

どの系統を根拠としているか記載する。 

・設計基準対象施設の最高使用圧力と重大事故等時の使用圧力が異なる場合は，それぞれ

記載する。 
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6-15 

赤字：設備，運用，体制及び書類作成ルール等の相違点（設計方針の相違） 

緑字：記載表現，設備名称等の相違（実質的な相違なし） 

―――：前回提出時からの変更箇所 

 

本資料のうち枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第７号機(R1.6.13 提出版) 東海第二発電所 女川原子力発電所第２号機 備考 

最高使用温度 

℃ 

・最高使用温度を設定した条件を示し，そのときの温度を示した上で，最高使用温度の設

定根拠を記載する。なお，他の機器の最高使用温度に準じる場合は，上流側の機器を基本

とし，下流側の機器を呼込む場合は，下流側機器を根拠とする理由を記載するとともに，

互いに呼込まないよう留意する。また，複数の系統構成がある場合は，その旨を記載し，

どの系統を根拠としているか記載する。 

・設計基準対象施設の最高使用温度と重大事故等時の使用温度が異なる場合は，それぞれ

記載する。 

 

個数 

― 

・常設設備については設置個数を，可搬型設備については保有数を記載する。 

・設計基準対象施設と重大事故等対処設備を兼用している設備については，それぞれの個

数の根拠を記載する。 

------------------------------------------------------------------------------- 

 

貯蔵槽 

容量 

m3/個 

・容量を設定した根拠とその必要容量を記載する。 

・公称値の設定根拠についても記載する。 

 

最高使用圧力 

MPa 

・最高使用圧力を設定した条件を示し，そのときの圧力を示した上で，最高使用圧力の設

定根拠を記載する。なお，他の機器の最高使用圧力に準じる場合は，上流側の機器を基本

とし，下流側の機器を呼込む場合は，下流側機器を根拠とする理由を記載するとともに，

互いに呼込まないよう留意する。また，複数の系統構成がある場合は，その旨を記載し，

どの系統を根拠としているか記載する。 

・設計基準対象施設の最高使用圧力と重大事故等時の使用圧力が異なる場合は，それぞれ

記載する。 
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6-16 

赤字：設備，運用，体制及び書類作成ルール等の相違点（設計方針の相違） 

緑字：記載表現，設備名称等の相違（実質的な相違なし） 

―――：前回提出時からの変更箇所 

 

本資料のうち枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第７号機(R1.6.13 提出版) 東海第二発電所 女川原子力発電所第２号機 備考 

最高使用温度 

℃ 

・最高使用温度を設定した条件を示し，そのときの温度を示した上で，最高使用温度の設

定根拠を記載する。なお，他の機器の最高使用温度に準じる場合は，上流側の機器を基本

とし，下流側の機器を呼込む場合は，下流側機器を根拠とする理由を記載するとともに，

互いに呼込まないよう留意する。また，複数の系統構成がある場合は，その旨を記載し，

どの系統を根拠としているか記載する。 

・設計基準対象施設の最高使用温度と重大事故等時の使用温度が異なる場合は，それぞれ

記載する。 

 

個数 

― 

・常設設備については設置個数を，可搬型設備については保有数を記載する。 

・設計基準対象施設と重大事故等対処設備を兼用している設備については，それぞれの個

数の根拠を記載する。 

------------------------------------------------------------------------------- 

 

ろ過装置 

容量 

m3/h/個 

・容量を設定した根拠とその必要容量を記載する。 

・複数の容量の合計にて容量が設定されている場合は，容量の内訳を記載する。 

・公称値の設定根拠についても記載する。 

 

最高使用圧力 

MPa 

・最高使用圧力を設定した条件を示し，そのときの圧力を示した上で，最高使用圧力の設

定根拠を記載する。なお，他の機器の最高使用圧力に準じる場合は，上流側の機器を基本

とし，下流側の機器を呼込む場合は，下流側機器を根拠とする理由を記載するとともに，

互いに呼込まないよう留意する。また，複数の系統構成がある場合は，その旨を記載し，

どの系統を根拠としているか記載する。 

・設計基準対象施設の最高使用圧力と重大事故等時の使用圧力が異なる場合は，それぞれ

記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位（記載例）の差異 
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6-17 

赤字：設備，運用，体制及び書類作成ルール等の相違点（設計方針の相違） 

緑字：記載表現，設備名称等の相違（実質的な相違なし） 

―――：前回提出時からの変更箇所 

 

本資料のうち枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第７号機(R1.6.13 提出版) 東海第二発電所 女川原子力発電所第２号機 備考 

最高使用温度 

℃ 

・最高使用温度を設定した条件を示し，そのときの温度を示した上で，最高使用温度の設

定根拠を記載する。なお，他の機器の最高使用温度に準じる場合は，上流側の機器を基本

とし，下流側の機器を呼込む場合は，下流側機器を根拠とする理由を記載するとともに，

互いに呼込まないよう留意する。また，複数の系統構成がある場合は，その旨を記載し，

どの系統を根拠としているか記載する。 

・設計基準対象施設の最高使用温度と重大事故等時の使用温度が異なる場合は，それぞれ

記載する。 

 

個数 

― 

・常設設備については設置個数を，可搬型設備については保有数を記載する。 

・設計基準対象施設と重大事故等対処設備を兼用している設備については，それぞれの個

数の根拠を記載する。 

------------------------------------------------------------------------------- 

 

安全弁 

逃がし弁 

 

吹出圧力 

MPa 

・吹出圧力の設定根拠について記載する。なお，上・下流設備，配管の最高使用圧力に準じ

ている場合はその旨を記載し，互いに呼込まないよう留意する。 

 

個数 

― 

・常設設備については設置個数を，可搬型設備については保有数を記載する。 

・設計基準対象施設と重大事故等対処設備を兼用している設備については，それぞれの個

数の根拠を記載する。 

 

主要弁 

最高使用圧力 

kPa 

・最高使用圧力を設定した条件を示し，そのときの圧力を示した上で，最高使用圧力の設

定根拠を記載する。なお，他の機器の最高使用圧力に準じる場合は，上流側の機器を基本

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位記載例の差異 
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6-18 

赤字：設備，運用，体制及び書類作成ルール等の相違点（設計方針の相違） 

緑字：記載表現，設備名称等の相違（実質的な相違なし） 

―――：前回提出時からの変更箇所 

 

本資料のうち枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第７号機(R1.6.13 提出版) 東海第二発電所 女川原子力発電所第２号機 備考 

とし，下流側の機器を呼込む場合は，下流側機器を根拠とする理由を記載するとともに，

互いに呼込まないよう留意する。また，複数の系統構成がある場合は，その旨を記載し，

どの系統を根拠としているか記載する。 

・設計基準対象施設の最高使用圧力と重大事故等時の使用圧力が異なる場合は，それぞれ

記載する。 

 

最高使用温度 

℃ 

・最高使用温度を設定した条件を示し，そのときの温度を示した上で，最高使用温度の設

定根拠を記載する。なお，他の機器の最高使用温度に準じる場合は，上流側の機器を基本

とし，下流側の機器を呼込む場合は，下流側機器を根拠とする理由を記載するとともに，

互いに呼込まないよう留意する。また，複数の系統構成がある場合は，その旨を記載し，

どの系統を根拠としているか記載する。 

・設計基準対象施設の最高使用温度と重大事故等時の使用温度が異なる場合は，それぞれ

記載する。 

 

個数 

― 

・常設設備については設置個数を，可搬型設備については保有数を記載する。 

・設計基準対象施設と重大事故等対処設備を兼用している設備については，それぞれの個

数の根拠を記載する。 

------------------------------------------------------------------------------- 

 

主配管 

最高使用圧力 

MPa 

・最高使用圧力を設定した条件を示し，そのときの圧力を示した上で，最高使用圧力の設

定根拠を記載する。なお，他の機器の最高使用圧力に準じる場合は，上流側の機器を基本

とし，下流側の機器を呼込む場合は，下流側機器を根拠とする理由を記載するとともに，

互いに呼込まないよう留意する。また，複数の系統構成がある場合は，その旨を記載し，

どの系統を根拠としているか記載する。 

・設計基準対象施設の最高使用圧力と重大事故等時の使用圧力が異なる場合は，それぞれ

記載する。 

・複数の最高使用圧力を設定する配管のうち，それぞれの設定根拠に明確な差異がない場

合は，前段で複数設定する根拠を記載する。 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 
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6-19 

赤字：設備，運用，体制及び書類作成ルール等の相違点（設計方針の相違） 

緑字：記載表現，設備名称等の相違（実質的な相違なし） 

―――：前回提出時からの変更箇所 

 

本資料のうち枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第７号機(R1.6.13 提出版) 東海第二発電所 女川原子力発電所第２号機 備考 

 

 

 

 

 

 

最高使用温度 

℃ 

・最高使用温度を設定した条件を示し，そのときの温度を示した上で，最高使用温度の設

定根拠を記載する。なお，他の機器の最高使用温度に準じる場合は，上流側の機器を基本

とし，下流側の機器を呼込む場合は，下流側機器を根拠とする理由を記載するとともに，

互いに呼込まないよう留意する。また，複数の系統構成がある場合は，その旨を記載し，

どの系統を根拠としているか記載する。 

・設計基準対象施設の最高使用温度と重大事故等時の使用温度が異なる場合は，それぞれ

記載する。 

・複数の最高使用温度を設定する配管のうち，それぞれの設定根拠に明確な差異がない場

合は，前段で複数設定する根拠を記載する。 

 

 

 

外径 

mm 

・重大事故等対処設備として新たに設置した配管については，当該配管における流量を示

し，その流量と配管外径および標準流速における流量の関係の表から最小配管呼び径が

選定され，当該配管の外径が最小配管呼び径以上であることを記載する。（原則として記

載例⑨に倣い記載） 

・設計基準対象施設を重大事故等対処設備として使用する配管であって，設計基準対象施

設として使用する場合と流量が変わらないまたは設計基準対象施設と同様の使用方法で

ある旨を記載し，標準流速表は省略する。なお，標準流速を超えて使用する場合について

は問題ない旨を記載する。（原則として記載例⑨に倣い記載） 

 

・ホース類は，重大事故等時の可搬性，接続性等を考慮して選定していることを記載する。 

 

・差込み継手の内径は，標準流速を基に径を選定しないため，原則とし記載しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載例の相違。 
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個数 

― 

・可搬型設備の保有数を記載する。 

------------------------------------------------------------------------------- 

 

送（排）風機 

容量 

m3/min 

・送（排）風機容量を決定した条件とそのときの必要容量を記載する。 

・公称値の設定根拠についても記載する。 

 

原動機出力 

kW/個 

・原動機出力の設定根拠を記載する。なお，新設設備および新たに工事計画書対象となる

既設設備については，原則，送（排）風機の最大風量または定格風量における必要軸動力

の計算過程を示す。 

 

個数 

― 

・常設設備については設置個数を，可搬型設備については保有数を記載する。 

・設計基準対象施設と重大事故等対処設備を兼用している設備については，それぞれの個

数の根拠を記載する。 

・原動機の個数について，送（排）風機と電動機が一体の場合には，「○○送（排）風機

（電動機含む）は，…」と明記する。なお，送（排）風機と電動機が一体でない場合は

個別に個数を記載する。 

 

フィルタ 

効率 

％ 

・効率の設定根拠を記載する。 

 

個数 

― 

・常設設備については設置個数を，可搬型設備については保有数を記載する。 

・設計基準対象施設と重大事故等対処設備を兼用している設備については，それぞれの個

数の根拠を記載する。 
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------------------------------------------------------------------------------- 

 

(2) 重大事故等時に流路として使用する設備 

重大事故等時に設計基準対象施設の一部を流路として使用する設備については，重大事

故等時の流路として設定根拠説明書を作成する。作成にあたっては，重大事故等時に設計

基準対象施設としての機能を使用せず，流路としてのみ使用することから，設定根拠の説

明としては，流路としての機能に係る項目（最高使用圧力，最高使用温度，個数）の設定根

拠のみを記載する。なお，その他の項目については「－」とする 

 

8. 記載例 

設備別記載事項の設定根拠に関する説明書の記載例を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2020 年 9 月 9 日 

O2-補-E-24-0001_改 0 
 

先行審査プラントの記載との比較表（工事計画認可申請における本文および添付書類の作成要領について） 
 

6-22 

赤字：設備，運用，体制及び書類作成ルール等の相違点（設計方針の相違） 

緑字：記載表現，設備名称等の相違（実質的な相違なし） 

―――：前回提出時からの変更箇所 

 

本資料のうち枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第７号機(R1.6.13 提出版) 東海第二発電所 女川原子力発電所第２号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載例は省略 

（代表で１ページのみ記載） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
本資料のうち枠囲みの内容は，当社の商業機密を含むため， 

又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 
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6-別紙 2 

 

発電用原子炉の設置の許可との整合性に関する説明書の作成要領 

 

1. 概要 

本資料は，工事計画認可申請書（以下｢設計及び工事の計画｣という。）に添付書類とし

て要求される「発電用原子炉の設置の許可との整合性に関する説明書」(以下「説明書」

という。)の作成にあたっての作成要領を示す。 

 

2. 基本方針 

設計及び工事の計画が設置変更許可申請書の基本方針に従った詳細設計であることを，

設置変更許可申請書との整合性により説明する。 

設置変更許可申請書との整合性は，設置変更許可申請書「本文（五号）」と設計及び工

事の計画のうち「基本設計方針」および「機器等の仕様に関する記載事項」（以下「要目

表」という。）について説明するとともに，設置変更許可申請書「本文（十号）」に記載す

る解析条件についても整合性を説明する。また，設置変更許可申請書「添付書類八」のう

ち設置変更許可申請書「本文（五号）」に係る設備設計を記載している箇所については，

設置変更許可申請書「本文（五号）」の関連情報として記載する。 

加えて，設置変更許可申請書「本文（十一号）」と設計及び工事の計画のうち「設計及

び工事に係る品質マネジメントシステム」についても整合性を説明する。 

（記載例①参照） 

本資料は，本工事計画の申請範囲に対する許可との整合性を示す説明書であるため,申

請範囲外に関する設計及び工事の計画は記載しない。 

 

3. 説明書の構成 

(1) 説明書の構成は，下記のとおり。 

・表紙 

・目次 

・概要 

・基本方針 

・説明書の構成 

・発電用原子炉の設置の許可との整合性 

 

(2) 「発電用原子炉の設置の許可との整合性」内の文章構成は設置変更許可申請書「本文

（五号）」，「本文（十一号）」に記載された順とする。 

（記載例②参照） 

グランドルール上の別紙番号

の附番方法の相違 

 

 

 

法令改正に伴う名称の相違。 

 

 

 

 

法令改正に伴う名称の相違。 

 

法令改正に伴う名称の相違。 

 

 

 

記載の適正化 

 

法令改正に伴う追記。 

 

 

 

法令改正に伴う名称の相違。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法令改正に伴う追記。 
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また，様式は比較表形式とし，設置変更許可申請書「本文（五号）」に関する説明書

においては，左欄から「設置変更許可申請書「本文（五号）」」，「設置変更許可申請書

「添付書類八」該当事項」，「設計及び工事の計画 該当事項」，「整合性」および「備

考」を記載する。なお，設置変更許可申請書「本文（十号）」については，設置変更許

可申請書「本文（五号）」内の該当箇所に挿入する。 

設置変更許可申請書「本文（十一号）」に関する説明書においては，左欄から「設置

変更許可申請書「本文（十一号）」」，「設計及び工事の計画 該当事項」，「整合性」およ

び「備考」を記載する。 

（記載例③参照） 

 

(3) 「設計及び工事の計画」に基本設計方針を記載する場合は，施設区分，番号および表

題を記載し，「基本設計方針」であることも記載する。 

さらに，「基本設計方針」が共通項目の場合にはその旨も記載する。 

（記載例④参照） 

 

また，要目表を記載する場合は，施設区分を記載し，「要目表」であることも記載す

る。 

（記載例⑤参照） 

(4) 設置変更許可申請書と設計及び工事の計画との整合性確認については，設置変更許可

申請書「本文（五号）」，「本文（十一号）」と同等の「設計及び工事の計画」の記載箇所

に実線のアンダーラインを引く。 

（記載例⑥参照） 

また，記載が異なる箇所には破線のアンダーラインを引き，「設計及び工事の計画」

が設置変更許可申請書「本文（五号）」，「本文（十一号）」と整合していることを「整合

性」欄に記載する。 

（記載例⑦参照） 

整合性の結果については，設置変更許可申請書「本文」の各項目（イ，ロ，ハ，・・・）

の冒頭に整合結果を総括して記載する。 

設置変更許可申請書「本文（十号）」との整合性に関する補足説明は一重枠囲みによ

り記載する。 

（記載例⑧a参照） 

また，「本文（五号）」，「本文（十一号）」との整合性に関する補足説明は原則と

して「整合性」欄に記載するが，欄外に記載する場合は別途，二重枠囲みにより記載す

る。 

（記載例⑧b参照） 

なお，整合性を説明する記載の例は表 1 のとおり。 

記載の適正化 

 

記載の適正化 

 

 

法令改正に伴う追記。 

 

 

 

 

法令改正に伴う名称の相違。 

 

 

 

 

 

 

 

法令改正に伴う名称の相違。 

法令改正に伴う追記。 

 

 

法令改正に伴う名称の相違。 

法令改正に伴う追記。 

 

 

 

 

 

 

 

法令改正に伴う追記。 
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(5) 設備の兼用について整合性を説明する場合，設計及び工事の計画の欄には兼用してい

る設備の主登録先の要目表等を記載し，設置変更許可申請書の兼用記載との整合性を示

す。 

（記載例⑨参照） 

(6) その他 

・「基本設計方針」または設置変更許可申請書「添付書類八」の段落の一部を抜粋す

る場合，「中略」と記載して抜粋であることを明示する。 

（記載例⑩参照） 

・説明書中のほかの箇所を指す場合は，設置変更許可申請書「本文」の項目をアド

レスとして表示する。（例：設置変更許可申請書(本文)「ニ(3)(ⅱ) 使用済燃料

プールの冷却等のための設備」に示す。） 

（記載例⑪参照） 

 

・整合性を説明するために，記載箇所を明示する必要がある場合または同じ段落に

複数の説明箇所がある場合には，該当箇所に番号を付記する。（例：ロ－①） 

（記載例⑫参照） 

 

・設置変更許可申請書「添付書類八」については，上記(4)において設計及び工事の

計画にアンダーラインを引いた箇所について，同等の記載箇所には実線，記載が

異なる箇所には破線のアンダーラインを引いて明示する。 

（記載例⑬参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法令改正に伴う名称の相違。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機器名称の相違 

 

 

 

 

 

 

法令改正に伴う名称の相違。 
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表 1 整合性の記載パターン（例） 

 

 

 

4. 添付 

添付：発電用原子炉の設置の許可との整合性に関する説明書（例） 

 

以上 

 

 

 

 

 

法令改正に伴う名称の相違。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付記載の有無の相違。 
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6-別紙 3 

 

女川第 2 号機 強度に関する説明書の記載上の整理について 

 

1. 基本的考え方 

今回の工事計画認可申請設備について，新たに制定された「実用発電用原子炉及びその

附属施設の技術基準に関する規則」(平成 25 年 6 月 28 日原子力規制委員会規則第六号)(以

下「技術基準規則」という。)のうち強度に関する要求事項への適合性については「強度に

関する説明書」に記載する。また，自然現象等特殊な荷重を考慮した評価等は，施設や機器

等の単位で整理する方針とし，それらの資料は「強度に関する説明書」の「別添」として扱

う。 

 

2. 整理方針 

(1) 強度評価の対象範囲は，今回申請の工事計画本文に記載の機器等のうち技術基準規則

において材料および構造の要求のある機器や防護設備等で強度評価が必要となる機器等

とする。 

 

(2) 「強度に関する説明書」については，発電用原子炉施設の工事計画に係る手続きガイ

ドにおいて，「技術基準規則第 17 条及び第 55 条の規定並びに第 31 条，第 48 条及び第 78

条により準用する火力省令の構造強度に関する規定に適合することを示す必要があり，

技術基準規則で分類されているクラスに応じた強度評価の内容を説明することとする。」

と記載されていることから，添付書類としての記載対象機器は，要目表および基本設計

方針記載のクラス区分に該当する容器，管，ポンプ，弁およびそれら機器を支持する支持

構造物とする。 

また，技術基準規則第 17 条の解釈により引用されている JSME 設計・建設規格では，

設計上定める条件または各運転状態における最高使用圧力(内圧含む)および設計機械

的荷重(自重および配管反力等)に対して許容応力を定めて評価することが定められて

おり，設計機械的荷重には地震荷重は含めず，地震荷重は別途取扱うとされていること

から設計条件および各運転状態に対する評価とする。 

 

(3) 自然現象等特殊な荷重を考慮した評価が必要な機器等および技術基準規則の機器区分

に該当しない機器等の強度評価については，「強度に関する説明書」の別添として整理し

説明する。具体的な説明書および対象機器を「表１「強度に関する説明書」別添で整理を

行う対象機器」に示す。 

 

 

グランドルール上の別紙番号

の附番方法の相違。 

発電所名称の相違。 

 

 

 

記載の適正化 
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《参考》柏崎刈羽原子力発電所第７号機(R1.6.13 提出版) 東海第二発電所 女川原子力発電所第２号機 備考 

なお，別添として整理する説明書には，原則，方針，方法および計算結果を記載する

こととし，方針については，その他の説明書との関係を確認し整理する。 

 

表 1 「強度に関する説明書」別添で整理を行う対象機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（代表で１ページのみ記載） 
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《参考》柏崎刈羽原子力発電所第７号機(R1.6.13 提出版) 東海第二発電所 女川原子力発電所第２号機 備考 

 

 

6-別紙 4 

 

女川第 2 号機 耐震評価を行っている各施設の 

工認添付書類記載の整理について 

 

1. 基本的な考え方 

技術基準規則第 11 条，第 52 条に係る「火災防護設備」，第 12 条に係る「溢水防護に係

る設備」のうち，基準地震動Ｓｓに対して機能を保持するとしている設備については，そ

の耐震計算方法が第5条および第50条に基づき実施する耐震計算方法と共通であることか

ら，これらの設備の耐震計算書を添付書類「Ⅵ-2 耐震性に関する説明書」にまとめる。 

また，第 54 条に係る「可搬型重大事故等対処設備」についても同様に，基準地震動Ｓｓ

に対して機能を保持していることの評価を実施していることから，その耐震計算書を添付

書類「Ⅵ-2 耐震性に関する説明書」にまとめる。 

ただし，上記の設備は技術基準規則第 5 条または第 50 条（地震による損傷の防止）以外

への適合性を説明する上で，基準地震動Ｓｓに対する耐震性を確認しているものであるこ

とから，添付書類「Ⅵ-2 耐震性に関する説明書」の別添として整理する。 

 

2. 整理方針 

(1) 添付書類「Ⅵ-2 耐震性に関する説明書」 

○ 添付書類Ⅵ-2 は，第 4条および第 49 条（地盤）ならびに第 5条および第 50 条（地震に

よる損傷の防止）に適合することを説明することを基本とする。 

○ 上記条文以外への適合性を説明する各資料にて，基準地震動Ｓｓに対して機能を保持す

るとしている以下の設備の耐震計算書については，添付書類Ⅵ-2 の別添として示す旨

を，添付書類「Ⅵ-2-1 耐震設計の基本方針」に記載する。 

・火災防護設備 

・溢水防護に係る設備 

・可搬型重大事故等対処設備 

○ 機能維持評価における機能確認済加速度について，添付書類「Ⅵ-2-1-9 機能維持の基

本方針」に施設共通となる機能確認済加速度を記載する。 

また，これとは異なる機能確認済加速度として，加振試験等を実施して得られたもの

を適用する場合には，各計算書に加振試験等の方法と得られた機能確認済加速度を明記

する。 

 

 

 

 

 

 

グランドルール上の別紙番号

の附番方法の相違。 

発電所名の相違。 

 

 

 

 

 

 

法改正に伴う添付書類附番の

変更（V⇒Ⅵ）。 

76 条の可搬型設備に関しては 

54 条の要求で包絡されること

から記載しない。 

 

法改正に伴う添付書類附番の

変更（V⇒Ⅵ） 

 

法改正に伴う添付書類附番の

変更（V⇒Ⅵ） 

 

 

 

 

 

 

 

法改正に伴う添付書類附番の

変更（V⇒Ⅵ） 

 

 

 



2020 年 9 月 9 日 

O2-補-E-24-0001_改 0 
 

先行審査プラントの記載との比較表（工事計画認可申請における本文および添付書類の作成要領について） 
 

6-30 

赤字：設備，運用，体制及び書類作成ルール等の相違点（設計方針の相違） 

緑字：記載表現，設備名称等の相違（実質的な相違なし） 

―――：前回提出時からの変更箇所 

 

本資料のうち枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第７号機(R1.6.13 提出版) 東海第二発電所 女川原子力発電所第２号機 備考 

(2) 添付書類「Ⅵ-1-1-7 発電用原子炉施設の火災防護に関する説明書」 

○ 火災防護設備の個別の設計方針については，添付書類Ⅵ-1-1-7 に記載する。 

 

○ 火災防護設備は機器等の耐震クラスおよび重大事故等対処施設の区分に応じて機能を

保持する設計とし，その耐震評価方法および結果については添付書類Ⅵ-2 の別添に示

す。 

 

(3) 添付書類「Ⅵ-1-1-8 発電用原子炉施設の溢水防護に関する説明書」 

○ 溢水防護に係る設備の個別の設計方針については，添付書類Ⅵ-1-1-8 に記載する。 

 

○ 地震起因による溢水量の算出に当たって，耐震Ｂ,Ｃクラス機器のうち基準地震動Ｓｓ

に対して耐震性が確保されているものについては溢水源として想定しないこととし，添

付書類Ⅵ-1-1-8 に対象設備を整理する。これらの耐震評価方法および結果については

添付書類Ⅵ-2 の別添に示す。 

 

 

なお，スロッシングおよび想定破損に関する説明は，添付書類Ⅵ-1-1-8 に記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 添付書類「Ⅵ-1-1-6 安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における

健全性に関する説明書」 

○ 可搬型重大事故等対処設備の個別の設計方針については，添付書類Ⅵ-1-1-6 の別添 2に

記載する。 

 

○ 可搬型重大事故等対処設備については，基準地震動Ｓｓに対して機能を保持する設計と

し，その耐震評価方法および結果については添付書類Ⅵ-2 の別添に示す。 

 

 

 

 

 

法改正に伴う添付書類附番の

変更（V⇒Ⅵ） 

 

法改正に伴う添付書類附番の

変更（V⇒Ⅵ） 

 

 

法改正に伴う添付書類附番の

変更（V⇒Ⅵ） 

 

 

法改正に伴う添付書類附番の

変更（V⇒Ⅵ） 

 

 

 

法改正に伴う添付書類附番の

変更（V⇒Ⅵ） 

 

地下水低下設備については，溢

水対策設備ではないため，Ⅵ-

2-別添シリーズではなく，Ⅵ-

2 シリーズ（5 条要求）にて説

明する。 

法改正に伴う添付書類附番の

変更（V⇒Ⅵ） 

 

 

 

法改正に伴う添付書類附番の

変更（V⇒Ⅵ） 
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《参考》柏崎刈羽原子力発電所第７号機(R1.6.13 提出版) 東海第二発電所 女川原子力発電所第２号機 備考 

 

 

 

 

 

6-別紙 5 

 

火災，自然現象，溢水，可搬評価に係る強度・耐震評価 

の方針書および計算書の作成要領 

 

1. 概要 

本資料は，別添資料とする自然現象等の荷重を考慮した技術基準規則第 17 条および第 55

条対象外の強度評価に係る方針書および計算書の作成要領，ならびに技術基準規則第 5 条

および第 50 条対象外の耐震評価に係る方針書および計算書の作成要領を示す。 

なお，本要領を適用するものは，火災防護の耐震別添，津波の強度別添，溢水の強度およ

び耐震別添，可搬の耐震別添，竜巻の強度別添，ならびに火山の強度別添とする。 

 

2. 各評価に係る添付書類および強度・耐震評価の別添資料の構成 

火災，自然現象，溢水，可搬評価に係る評価書，ならびに別添資料として作成する強度・

耐震に係る方針書および評価書に関する構成は，以下のとおりとする。 

 

(1) 各評価に係る添付書類は，基本設計方針を受けて各評価に対する防護設計の考え方を

具体化する。各評価の添付書類は，基本方針，評価対象施設の選定，施設の設計方針（①）

等で構成する。施設の設計方針（①）には，強度・耐震評価の方針を記載し，各施設に関

する要求機能，性能目標，評価方針，荷重条件等を示す。 

 

(2) 別添資料とする強度・耐震評価の基本方針（②）は，施設の設計方針（①）または添付

書類「Ⅵ-2 耐震性に関する説明書」で整理される耐震評価の各方針または方法（④）を

受けて，個別の施設の強度・耐震評価の方針を示すものであり，強度・耐震評価に必要な

事項のうち，各施設の評価に共通する荷重および荷重の組合せ，許容限界，評価方法等を

記載する。 

 

(3) 別添資料とする強度・耐震計算書（③）は，強度・耐震評価の基本方針（②）を受けて

個別施設の評価結果を示すものであり，施設ごとに実際に用いる評価条件，評価方法，評

価結果等を記載する。 

 

 

 

 

 

 

グランドルール上の別紙番号

の附番方法の相違。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法改正に伴う添付書類附番の

変更（V⇒Ⅵ） 
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《参考》柏崎刈羽原子力発電所第７号機(R1.6.13 提出版) 東海第二発電所 女川原子力発電所第２号機 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 強度評価の基本方針（②）の作成方針 

別添資料として作成する強度評価の基本方針は，自然現象等の各評価書における施設の

設計方針（①）を受けて，個別の強度評価方針を示すものであり，強度評価に必要な事項の

うち，各施設の評価に共通する荷重および荷重の組合せ，許容限界，評価方法等を記載す

る。他の添付書類に関連付けして説明する場合，関連付けが可能であることの理由を含め

て，関連付けの内容を記載する。 

 

1. 概要 

・技術基準規則に適合する設計とするために，各評価対象施設が要求される強度を有す

ることを説明する。 

・別添資料全体の構成について記載する。 

（記載例） 

本資料は，（技術基準規則）第○○条及び（解釈）に適合する設計とするため，資料○

○のうち資料○○「○○」に基づき，○○施設が，○○に対して構造健全性を維持する

（又は，要求される機能を保持可能な構造強度を有する，等）ことを確認するための強

度計算方針について説明するものである。 

○○施設の具体的な計算の方法及び結果は，別添○○に示す。 
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《参考》柏崎刈羽原子力発電所第７号機(R1.6.13 提出版) 東海第二発電所 女川原子力発電所第２号機 備考 

 

 

 

 

2. 強度評価の基本方針 

・ 強度計算書の全体の構成を記載する。 

（記載例：全体の流れ） 

強度評価は，「2.1 評価対象施設」に示す評価対象施設（設備）を対象として，「3. 荷

重及び荷重の組合せ並びに許容限界」で示す○○荷重と組み合わせすべき他の荷重によ

る組合せ荷重（による応力等）が許容限界内にあることを「4. 強度評価方法」に示す評

価方法を使用し，「5. 適用規格」に示す適用規格を用いて確認する。 

2.1 評価対象施設 

・ 上位文書である施設の設計方針で設定する評価対象施設，構造計画を引用し，配置概

要及び評価対象部位を記載する。 

2.2 評価方針（竜巻評価等，評価項目，評価内容が多岐にわたるもの） 

・ 上位文書である施設の設計方針で設定する評価方針を引用し，何の設備に何の評価

項目（計算式等）が適用されるかを分かるように，評価対象部位単位で評価項目との

関連を示す。また，適用の考え方をルール化する。更に，3.以降の評価内容を説明す

る。 

 

3. 荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界 

・ 上位文書である施設の設計方針で設定する荷重及び荷重の組合せの考え方を引用し，

想定する全ての荷重を記載し，強度計算において考慮すべき荷重の組合せを設定す

る。 

・ 上位文書である施設の設計方針で構造強度上の性能目標及び評価方針を引用し，評

価対象部位ごとに許容限界を設定する。 

・ 計算機プログラム（解析コード）を用いて解析する場合を除き，原則，各計算書で用

いる荷重及び許容値の算定式をモデル図等とともに記載する。計算書に記載する場

合は，計算書に記載する理由及び関連付けを記載する。 

 

4. 強度評価方法 

・ 強度評価の基本方針，強度計算方法の考え方等を記載。 

・ 計算機プログラム（解析コード）を用いて解析する場合を除き，原則，各計算書で用

いる強度評価の算定式を記載する。併せて，モデル化の考え方，モデルの諸元，境界

条件等を記載する。計算書に記載する場合は，計算書に記載する理由及び関連付けを

記載する。 
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本資料のうち枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第７号機(R1.6.13 提出版) 東海第二発電所 女川原子力発電所第２号機 備考 

（記載例：構造強度評価） 

評価対象施設（設備）を対象として，「想定する荷重（による応力等）」が許容限界内

にあることを[使用する評価方法]により確認する。 

 

5．適用規格 

・ 評価に用いる適用規格を記載する。 

 

4. 耐震評価の基本方針（②）の作成方針 

別添資料として作成する耐震評価の基本方針は，自然現象等の各評価書の施設の設計方

針（①）または添付書類「Ⅵ-2 耐震性に関する説明書」で整理される耐震評価の各方針・

方法（④）を受けて，個別の施設の耐震評価の方針を示すものであり，耐震評価に必要な事

項のうち，各施設の評価に共通する荷重および荷重の組合せ，許容限界，評価方法等を記

載する。他の添付書類に関連付けして説明する場合，関連付けが可能であることの理由を

含めて関連付けの内容を記載する。 

1. 概要 

・ 技術基準規則に適合する設計とするために，各評価対象施設が要求される耐震性を

有することを説明する。 

・ 評価対象施設が，技術基準規則の第 5 条及び第 50 条の対象ではないことを記載す

る。 

・ 評価対象施設の耐震重要度分類を記載（耐震Ｂ又はＣクラスの施設が，基準地震動Ｓ

ｓによる地震力に対して耐震性を有することを確認する旨を記載）する。 

・ 別添資料全体の構成について記載する。 

（記載例） 

本資料は，（技術基準規則）第○○条及び（解釈）に適合する設計とするため，資料○

○のうち資料○○「○○」にて設定する耐震○クラスの○○施設が，基準地震動Ｓｓに

よる地震力に対して耐震性を有することを確認するための耐震計算方針について説明

するものである。○○施設への基準地震動Ｓｓによる地震力に対する耐震性の要求は，

技術基準規則の第○○条及び第○○条の対象ではない。 

 

○○施設の具体的な計算の方法及び結果は，別添○○に示す。 

 

 

 

2. 耐震評価の基本方針 

・ 耐震方針書の全体の構成を記載する。 

（記載例：全体の流れ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

法改正に伴う添付書類附番の

変更（V⇒Ⅵ） 
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赤字：設備，運用，体制及び書類作成ルール等の相違点（設計方針の相違） 
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本資料のうち枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第７号機(R1.6.13 提出版) 東海第二発電所 女川原子力発電所第２号機 備考 

耐震評価は，「2.1 評価対象施設」に示す評価対象施設（設備）を対象として，「3. 荷

重及び荷重の組合せ並びに許容限界」で示す○○荷重と組み合わせすべき他の荷重によ

る組合せ荷重（による応力等）が許容限界内にあることを「4. 耐震評価方法」に示す評

価方法を使用し，「5. 適用規格」に示す適用規格を用いて確認する。 

2.1 評価対象施設 

・ 上位文書である施設の設計方針で設定する評価対象施設及び上位文書である施設の

設計方針又は耐震設計の方針・方法で設定する構造計画を引用し，配置概要及び評価

対象部位を記載する 

2.2 評価方針（可搬評価等，評価項目，評価内容が多岐にわたるもの） 

・ 上位文書である施設の設計方針で設定する評価方針を引用し，何の設備に何の評価

項目（計算式，減衰定数等）が適用されるかを分かるように，評価対象部位単位で評

価項目との関連を示す。また，適用の考え方をルール化する。更に，3.以降の評価内

容を説明する。（可搬評価のように，評価内容が多岐にわたる場合。） 

 

3. 荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界 

・上位文書である施設の設計方針で設定する荷重及び上位文書である耐震計算の方針・

方法で設定する荷重の組合せの考え方を引用し，記載する。 

・上位文書である施設の設計方針で設定する構造強度上の性能目標及び評価方針を引用

し，評価対象部位ごとに許容限界を設定する。 

・計算機プログラム（解析コード）を用いて解析する場合を除き，原則，各計算書で用

いる荷重及び許容値の算定式をモデル図等とともに記載する。計算書に記載する場合

は，計算書に記載する理由及び関連付けを記載する。 

 

4. 耐震評価方法 

4.1 地震応答解析 

・ 地震応答解析の基本方針，地震応答解析に用いる入力地震動，解析方法及び解析モデ

ル，設計用減衰定数，実施した試験概要等の順番で，評価内容が具体的に分かるよう

に記載する。 

・ 適用寸法の考え方（公称値，下限値等）を記載する。 

4.2 応力評価（又は耐震評価） 

・ 応力評価（又は耐震評価）の基本方針，評価方法の考え方等を記載する。 

・ 計算機プログラム（解析コード）を用いて解析する場合を除き，原則，各計算書で用

いる応力評価（又は耐震評価）の算定式を記載する。併せて，モデル化の考え方，モ

デルの諸元，境界条件等を記載する。計算書に記載する場合は，計算書に記載する理

由及び関連付けを記載する。 

（記載例：構造強度評価） 
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《参考》柏崎刈羽原子力発電所第７号機(R1.6.13 提出版) 東海第二発電所 女川原子力発電所第２号機 備考 

評価対象施設（設備）を対象として，[想定する荷重（による応力等）]が許容限界内

にあることを[使用する評価方法]により確認する。 

 

 

4.3 機能維持評価 

・ 各設備で要求される動的機能，電気的機能等の機能維持の評価方針，実施した試験概

要等を記載する。 

（記載例：機能維持評価） 

評価対象施設（設備）が，[想定する荷重（による加速度等）]に対して，機能を保持

（維持）することを，機能維持評価により確認する。 

4.4 水平 2方向及び鉛直方向地震力の組合せの考慮 

・ 水平 2方向及び鉛直方向地震力の組合せ評価の方針を記載する。 

・ 2 方向の評価方法，評価結果については，別添○○として記載する関連付けを記載す

る。 

 

5. 適用規格 

・ 評価に用いる適用規格を記載する。 

 

5. 別添強度計算書（③）の記載要領 

別添資料として作成する強度計算書は，自然現象等特殊な荷重を考慮した評価を実施す

ることから，評価方針，評価方法および評価結果等を記載することとしており，ＪＳＭＥ

規格に基づいた添付書類の強度計算書とは構成が異なる。したがって，別添資料とする強

度計算書は，同様の構成となる耐震計算書を参考に基本的に以下の構成とする。 

なお，評価内容に応じ，該当がない項目については記載不要とし，記載項目の順序が前後

することは可とする。 

1. 概要 

・ 上位文書である強度評価の方針書の評価方針を引用し，強度評価の目的及び範囲を

明確にする。 

 （記載例） 

本資料は，資料○○別添○○「○○」に示すとおり，○○（個別施設）が○○（ハザ

ード）においても，○○機能の維持を考慮して，主要な構造部材が構造健全性を有する

こと（又は，主要な構造部材が○○機能を保持可能な構造強度を有すること，等）を確

認するものである。 

 

 

2. 基本方針 
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赤字：設備，運用，体制及び書類作成ルール等の相違点（設計方針の相違） 
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本資料のうち枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第７号機(R1.6.13 提出版) 東海第二発電所 女川原子力発電所第２号機 備考 

・ 上位文書である強度評価の方針書に示す構造計画のとおり，「2.1 位置（又は配置）」

及び「2.2 構造概要」を設定していることを記載する。 

2.1 位置（又は配置） 

・ 上位文書である強度評価の方針書で設定している構造計画等を引用し，施設の位置

（又は配置）を記載する。 

・ 位置によって評価の条件が変更となるものは，施設の配置図を記載する。 

 

2.2 構造概要 

・ 上位文書である強度評価の方針書で設定している構造計画等を引用し，施設の構造

図，部位，寸法を記載する。 

・ 評価対象施設が複数存在する場合は，代表の概要図を示す。本文に記載する部材は構

造図中で明示する。 

2.3 評価方針 

・ 上位文書である強度評価の方針書で設定している荷重条件，許容限界等を引用し，評

価の方針として，「3. 強度評価方法」以降で実施する評価方法の内容を記載する。 

2.4 適用規格 

・ 個別評価に用いる適用規格を記載する。 

 

3. 強度評価方法 

3.1 記号の定義 

・ 評価に使用する記号の定義を記載する。過去の工事計画書の例にならい，記号の定義

は，記号表として記載するか，あるいは当該式の下に記載する。 

3.2 評価対象部位 

・ 上位文書である強度評価の方針書で設定している評価対象部位を引用し，詳細な評

価対象部位及び部位選定の考え方を記載する。 

・ 同じ評価方法で評価する部位が複数あり，代表部位で記載する場合は，最も評価が厳

しくなる部位を選定していることを説明する。 

3.3 荷重及び荷重の組合せ 

・ 上位文書である強度評価の方針書で設定している荷重及び荷重の組合せを引用し，

施設の評価対象部位ごとの荷重及び組合せ荷重を具体的に記載する。 

・ 上位文書の評価方針書で設定する各計算書共通の荷重算出方法等を引用して記載す

る場合は，引用する内容が分かるように記載する。 

・ 上位文書で設定していない個別の計算式等を用いて評価する場合は，具体的に説明

する。 

3.4 許容限界 

・ 上位文書である強度評価の方針書で設定している許容限界を引用し，施設の評価対
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赤字：設備，運用，体制及び書類作成ルール等の相違点（設計方針の相違） 

緑字：記載表現，設備名称等の相違（実質的な相違なし） 

―――：前回提出時からの変更箇所 

 

本資料のうち枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第７号機(R1.6.13 提出版) 東海第二発電所 女川原子力発電所第２号機 備考 

象部位ごとに許容限界を記載する。 

・ 上位文書の評価方針書で設定する各計算書共通の許容値等を引用して記載する場合

は，引用する内容が分かるように記載する。 

・ 上位文書で設定していない個別の計算式等を用いて評価する場合は，具体的に説明

する。 

3.5 評価方法 

・ 上位文書の評価方針書で設定する各計算書共通の計算方法，計算式，解析手法等を引

用して記載する場合は，引用する内容が分かるように記載する。 

・ 上位文書で設定していない個別の計算式，解析手法，試験結果等を用いて評価する場

合は，具体的に説明する。 

 

4. 評価条件 

・ 評価結果の妥当性を確認する上で必要となる，設計条件，評価用加速度，機器要目等

の評価条件を記載する。計算書の前段で記載する評価条件についても，必要により再

掲する。 

（記載例） 

 添付書類○○，○○の耐震計算書フォーマットに記載される評価条件 

 

 

5. 強度評価結果 

・ 評価結果，許容値等を記載する。 

 

6. 別添耐震計算書（③）の記載要領 

別添資料として作成する各耐震計算書は，基本的に以下の構成とする。ただし，該当がな

い項目については，記載不要とする。地震応答解析と応力評価（または耐震評価）が一連の

評価となる場合等は，必要によりまとめて記載する。評価内容等に応じて，記載項目の順

序は前後する。 

 

1. 概要 

・ 上位文書である耐震評価の方針書の評価方針を引用し，耐震評価の目的及び範囲を

明確にする。 

（記載例） 

本資料は，別添資料○○「○○」に示すとおり，○○（個別施設）が基準地震動Ｓｓ

による地震力に対しても○○機能を維持するために，耐震性を有することを確認するも

のである。 
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赤字：設備，運用，体制及び書類作成ルール等の相違点（設計方針の相違） 
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《参考》柏崎刈羽原子力発電所第７号機(R1.6.13 提出版) 東海第二発電所 女川原子力発電所第２号機 備考 

 

2. 基本方針 

・ 上位文書である耐震評価の方針書に示す構造計画のとおり，「2.1 位置（又は配置）」

及び「2.2 構造概要」を設定していることを記載する。 

（記載例） 

○○設備は，資料○○別添○○「○○」に示す構造計画のとおり，「2.1 位置（又は配

置）」及び「2.2 構造概要」を設定している。 

2.1 位置（又は配置） 

・ 上位文書である耐震評価の方針書で設定している構造計画等を引用し，評価対象部

位の位置（又は配置）を記載する。 

・ 位置によって評価条件が変更となるものは，評価対象の配置図を記載する。 

2.2 構造概要 

・ 上位文書である耐震評価の方針書で設定している構造計画等を引用し，構造図，部

位，寸法を記載する。 

・ 評価対象部位が複数存在する場合は，代表の概要図を示す。本文に記載される部位

は，構造図中で明示する。 

（記載例） 

○○設備の構造は，別添○○「2.1 評価対象設備」に示す構造計画としており，○○

設備の構造計画を第○○表に，外観図を第○○図に示す。 

2.3 評価方針 

・ 上位文書である耐震評価の方針書で設定している荷重条件，許容限界等を引用し，評

価の方針として，「3．地震応答解析」以降で実施する評価方法の内容を記載する。 

2.4 適用規格 

・ 個別評価に用いる適用規格を記載する。 

 

3. 地震応答解析（又は固有値解析） 

3.1 基本方針 

・ 上位文書である耐震評価の方針書で設定している解析方針を引用し，解析の流れが

分かるように，地震応答解析（又は固有値解析）の目的，考え方等を記載する。 

3.2 解析方法（又は固有振動数の計算方法） 

・ 適用する解析方法，計算機プログラム（解析コード），適用寸法の考え方（公称値，

下限値等），実施した試験の内容等を記載する。 

3.3 設計用地震力 

・ 地震応答解析に用いる地震力，減衰定数等を記載する。減衰定数を引用する場合は，

引用元の資料名を記載する。 

・ 入力地震力に設計用床応答曲線を用いる場合は，機器の設置位置を記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 



2020 年 9 月 9 日 

O2-補-E-24-0001_改 0 
 

先行審査プラントの記載との比較表（工事計画認可申請における本文および添付書類の作成要領について） 
 

6-40 

赤字：設備，運用，体制及び書類作成ルール等の相違点（設計方針の相違） 

緑字：記載表現，設備名称等の相違（実質的な相違なし） 

―――：前回提出時からの変更箇所 

 

本資料のうち枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第７号機(R1.6.13 提出版) 東海第二発電所 女川原子力発電所第２号機 備考 

3.4 解析モデル及び諸元 

・ 解析モデル，解析モデルの考え方，解析モデルの諸元，境界条件等を記載する。 

3.5 地震応答解析結果（又は固有値解析結果） 

・ 地震応答解析（又は固有値解析）の結果（固有値，モード図，応力解析の入力となる

荷重，変位，加速度等）を記載する。 

 

 

4. 応力評価（又は耐震評価） 

4.1 基本方針 

・ 上位文書である耐震評価の方針書で設定している評価方針を引用し，評価の流れが

分かるように，応力評価（又は耐震評価）の目的，考え方，耐震クラス等を記載する。 

4.2 評価対象部位 

・ 上位文書である耐震評価の方針書で設定している評価対象部位を引用し，詳細な評

価対象部位及び部位選定の考え方を記載する。 

・ 同じ評価方法で評価する部位が複数あり，代表部位で記載する場合は，最も評価が厳

しくなる部位を選定していることを説明する。 

4.3 荷重及び荷重の組合せ 

・ 上位文書である耐震評価の方針書で設定している荷重及び荷重の組合せを引用し，

評価対象部位ごとの荷重及び組合せ荷重を具体的に記載する。 

・ 上位文書の評価方針書で設定する各計算書共通の荷重算出方法等を引用して記載す

る場合は，引用する内容が分かるように記載する。 

・ 上位文書で設定していない個別の計算式等を用いて評価する場合は，具体的に説明

する。 

4.4 許容限界 

・ 上位文書である耐震評価の方針書で設定している許容限界を引用し，評価対象部位

ごとに許容限界を記載する。 

・ 上位文書の評価方針書で設定する各計算書共通の許容値等を引用して記載する場合

は，引用する内容が分かるように記載する。 

・ 上位文書で設定していない個別の計算式等を用いて評価する場合は，具体的に説明

する。 

4.5 評価方法 

・ 上位文書の評価方針書で設定する各計算書共通の計算方法，計算式，解析手法等を引

用して記載する場合は，引用する内容が分かるように記載する。 

・ 上位文書で設定していない個別の計算式，解析手法，試験結果等を用いて評価する場

合は，具体的に説明する。 

・ 計算に使用する記号の定義を記載する。過去の工認資料の例にならい，記号の定義
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先行審査プラントの記載との比較表（工事計画認可申請における本文および添付書類の作成要領について） 
 

6-41 

赤字：設備，運用，体制及び書類作成ルール等の相違点（設計方針の相違） 

緑字：記載表現，設備名称等の相違（実質的な相違なし） 

―――：前回提出時からの変更箇所 

 

本資料のうち枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第７号機(R1.6.13 提出版) 東海第二発電所 女川原子力発電所第２号機 備考 

は，記号表として記載するか，あるいは当該式の下に記載する。 

 

5. 機能維持評価 

5.1 基本方針 

・ 上位文書である耐震評価の方針書で設定している評価方針を引用し，解析の流れが

分かるように，機能維持評価の目的，考え方等を記載する。 

 

5.2 評価対象部位 

・ 上位文書である耐震評価の方針書で設定している評価対象部位を引用し，詳細な評

価対象部位及び部位選定の考え方を記載する。 

5.3 許容限界 

・ 上位文書である耐震評価の方針書で設定している許容限界を引用し，評価対象部位

ごとに許容限界を記載する。 

5.4 評価方法 

・ 上位文書である耐震評価の方針書の機能維持方針を引用し，機能維持評価の方法を

記載する。具体的には，評価対象の応答加速度が，「5.3 許容限界」で示す機能確認

済加速度等の許容限界以下となることを確認する等を記載する。 

 

6. 評価条件 

・ 評価結果の妥当性を確認する上で必要となる，設計条件，評価用加速度，機器要目等

の評価条件を記載する。計算書の前段で記載する評価条件についても，必要により再

掲する。 

（記載例） 

添付書類：○○，○○の耐震計算書フォーマットに記載される評価条件 

 

 

7. 強度評価結果 

・ 許容限界，耐震評価結果，評価結果等を記載する。 
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